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 買主は、売主から現状渡し、瑕疵担保責任有り期間３ヶ月という

条件で土地を買い受けました。 

 売主の告知書には、敷地内に第三者の排水管なしとなっていまし

たが、建築工事の段階で隣地の下水道管が埋設されていることがわ

かりました。 

 そのため、買主は、下水道の撤去及び付け替え工事等思わぬ出費

を強いられることになり、売主に対し瑕疵担保責任を追及しまし

た。 

 ところが、売主は引渡し後三カ月が経過していること、現状渡し

であることを理由に、瑕疵担保責任は負えないと反論しました。 

 このケースにおいて、買主の主張は認められるのでしょうか？ 

 ①売主が下水道管の埋設を知りながら告知していない場合は 

  たとえ瑕疵担保期間を過ぎていても、その責任を免れることは 

  できません。 

 ②現状渡しといえど瑕疵担保責任を免れるわけではありません。 

  敷地内の第三者の配管は隠れた瑕疵にあたり、発見が三ヶ月以 

  内であれば売主はその責任を負わなければなりません。 

敷地内に他人の排水管が埋設されていた場合 

 賃貸人は、家賃を受け取って建物を貸しているわけで

すから、その建物が傷んで賃借人の使用収益に支障をき

たしているときは、これを修繕する義務があります。 

 では、建物に瑕疵があり、かつ貸主が修繕義務を履行

しない場合は、賃借人は賃料の支払いを拒否できるので

しょうか。 

 裁判例では、修繕義務を果たさなかったことにより、

賃借人が目的物の使用収益をまったくすることができな

かった場合には、使用収益ができなかった期間の賃料支

払義務を免れるとしています。 

 ただし、使用収益に及ぼす障害の程度が一部にとどま

る場合には、賃借人は賃料支払義務をたとえ一部でも免

れることはできないとして、使用収益が可能な限り、賃

料の支払い拒絶を認めていません。 

 したがって、雨漏りが原因で住むことができないなど

使用収益がまったくできない場合でないかぎり、大家が

修繕義務を果たさないからといって、家賃の支払いを拒

絶することは債務不履行となり、大家から賃貸借契約を

解除される可能性があります。 

 とはいえ、大家には修繕義務があります。それを果た

さなかったことで部屋の一部が使用できない場合は、賃

借人からの賃料減額請求を認めた民法611条により、賃

料減額が認められた裁判例もあります。 

 民法611条  

  ①賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失 

  （※）したときは，賃借人は，その滅失した部分 

   の割合に 応じて，賃料の減額を請求すること 

   ができる。 

  ②前項の場合において，残存する部分のみでは賃借 

   人が賃借をした目的を達することができないとき 

   は，賃借人は，契約の解除をすることができる。 

  ※雨漏りは滅失ではありませんので、直接適用され 

   るわけではありませんが、機能の一部が損なわれ 

   ているという意味では一部の滅失と考えられます 

 ご質問のように、たとえ雨漏りがあっても家賃の支払

いを拒否することはできませんが、建物に雨漏りという

瑕疵があることを理由に、家賃の減額請求は認められる

と思われます。 
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 見識を疑うような回答に怒りがこみ上げてきました。 

たとえ、庭であろうと、元々は一つの敷地として利用していた

わけですから、告知事項にあたります。 

 後でわかったことですが、売主さんは告知した方が良いの

ではと、仲介業者に言ったそうですが、仲介業者が告知しな

くても良いと言うので、その言葉に従ったようです。 

 仮にそうだとしても、売主さんが責任を免れるのは法律上困

難です。それにしてもあれほど喜んでいた買主さんの心情を

思うと申し訳ない思いでいっぱいです。 

 翌日、買主さん宅へ事情説明と謝罪のため伺いました。 

 「米本さん。あのときたしかに確認したよね。事件はなかっ

たかって。でも、売主と売却を頼まれた不動産会社が口裏を

合わせていたんだから、あなたを責める気はない。それにもう

計画も進んでいることだし、どうだろう、代金の一部を返却し

てもらうよう話しをしてくれないか。納得できる条件ならそれで

も構わないから」 

  翌日、売主側の仲介業者と売主さんを交え、買主さんの

意向を伝えると、すでに事の重大さを認識していたのか、買

主さんが考えていた条件を上回る提示がありました。 

 

 結果的には無事解決に至りましたが、売主、仲介業者は買

主の立場に立って考えれば、告知の必要性は容易に判断で

きたのではないでしょうか。 
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主夫業主夫業主夫業主夫業デビューしましたデビューしましたデビューしましたデビューしました    

 前回は、値打ちに土地を買うことができ上機嫌・・・というとこ

ろまででした。 

 二か月後、予定どおり測量・分筆登記が完了し、きょうは買

主のＡさんの取引銀行で残金決済（引渡し）の日です。 

  あいにく月末とあって手続きが完了するのに一時間半も

かかりましたが、無事に取引を終えることができました。 

 ところが、その日の夕方、近所の方からとんでもないことを

聞かされました。 

 「あそこで奥さんが亡くなったこと知ってた？ どうもノイロー

ゼだったみたいよ」 

 その人の話によれば、数年前に今回の売主さんの建物内

で奥さんが自殺したとのこと。 

 それが事実なら大変なことです。 

ただちに、売主側の仲介業者にこ連絡しました。 

  「良くない噂話を耳にしましたが、事実ですか？」 

 

 すると担当の営業マンから驚くべき答えが返ってきました。 

「ええ、売主さんから聞いていますので承知しています。 

でも取引物件は、売主さんの自宅の庭だった部分ですよね。

庭で亡くなったのだから告知する必要はないでしょう」  


